
自動車保有関係手続のワンストップサービス（ＯＳＳ）を開始します 
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秋田県警察では、平成30年１月４日から自動車保有関係手続のワンストップサービス（ＯＳＳ）を開始します。 

    ＯＳＳとは、車両購入時などの申請手続及び手数料等の納付をオンラインでも行えるようにするもので、 
    警察署で受理していた保管場所証明申請手続がインターネットで行えるようになります。 

ポイント① 
全ての申請・納付手続が24時間 
365日オンラインで行えます。 

ポイント② 
窓口に出向する回数が減り、 
スピーディーに手続が行われます。 

○申請・納付手続のため、各機関を訪れる必要 
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○ 書面による警察署窓口での申請も引き続き可能です。 
○ 電子申請手続等に関する詳細については、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のサイトをご覧ください。 


